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四日市市工事執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

  令和８年２月２６日 

                     四日市市長  森  智 広     

 

   四日市市工事執行規程の一部を改正する規程  

四日市市工事執行規程（昭和４６年四日市市訓令甲第１２号）の一部を次のように

改正する。 

 

改正後 改正前 

（契約の請求） （契約の請求） 

第１０条 工事担当課長は、工事の施工

が決定したときは、予算執行伺書及び設

計図書をもって調達契約課長に契約の

請求をするものとする。ただし、建築及

び営繕工事に係る１件１５０万円未満

の工事及びその他の工事に係る１件１

００万円未満の工事で随意契約により

契約をしようとするものについては、こ

の限りでない。 

第１０条 工事担当課長は、工事の施工

が決定したときは、予算執行伺書及び設

計図書をもって調達契約課長に契約の

請求をするものとする。ただし、建築及

び営繕工事に係る１件１００万円未満

の工事及びその他の工事に係る１件５

０万円未満の工事で随意契約により契

約をしようとするものについては、この

限りでない。 

 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。  

（総務部調達契約課） 


